
目黒の歳時記：中目黒阿波踊り　目黒法人会連
　昭和41年の第１回阿波踊りから今年で51回目となります。
　目黒法人会は第３支部が中心となって平成16年より「目黒法人会連」を結成し今年で12年目とベテラン
の「連」になりました。「目黒法人会連」は会員はもとより一般の方や外国人の方の参加も多く、近年で
は約 100 名の大所帯で「やっとさーやっとさー」の掛け声のもとににぎやかに目黒銀座を練り歩きます。
今年は８月６日（土）午後６時30分から開催されます。ぜひ足をお運びください。

※目黒法人会広報委員会では表紙写真を公募しています。次号は10月10日発行予定。

目黒法人会は、目黒税務署管内の企業及び目黒法人会の事業に賛助する方々が会員となり、

“税”を中心に地域企業の健全な発展、地域社会への貢献を目的として活動しています。

目黒法人会は「消費税期限内完納」を推進しています。
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［
審
議
事
項
］

第
１
号
議
案

　

平
成
27
年
度
事
業
報
告
承
認
の
件

第
２
号
議
案

平
成
27
年
度
収
支
決
算
報
告
承
認
の

件
並
び
に
監
査
報
告
承
認
の
件

［
報
告
事
項
］

　

平
成
28
年
度
事
業
計
画
書
並
び
に
収
支

予
算
書
に
つ
い
て

  

第
２
部
の
懇
親
会
は
、
ご
来
賓
33
名
、

会
員
92
名
、
総
勢
１
２
５
名
の
ご
出
席
を

い
た
だ
き
、
ご
来
賓
と
会
員
、
会
員
相
互

の
情
報
交
換
・
交
流
が
活
発
に
行
わ
れ
、

和
気
藹
々
の
有
意
義
な
懇
親
会
と
な
り
ま

し
た
。

　
Ⅰ
．
平
成
28
年
度
基
本
方
針

　

公
益
法
人
と
し
て
、
目
黒
法
人
会
自
ら

の
自
治
に
よ
り
自
己
の
責
任
に
お
い
て
目

黒
法
人
会
を
管
理
、
運
営
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
公
益
財
団
法
人　

全
国

法
人
会
総
連
合
が
新
た
に
制
定
し
た
法
人

会
の
「
法
人
自
治
」
及
び
「
自
己
責
任
」

の
原
則
に
基
づ
き
、
広
く
社
会
に
目
を
向

け
て
、
「
法
人
会
の
基
本
的
指
針
」
に
則

り
、
納
税
意
識
の
向
上
、
会
員
企
業
の
研

鑽
、
地
域
社
会
へ
の
公
益
貢
献
を
図
り
、

公
益
法
人
と
し
て
の
使
命
を
達
成
す
る
た

め
、
一
体
と
な
っ
て
組
織
的
な
事
業
活
動

を
展
開
す
る
。

　

ま
た
、
目
黒
法
人
会
の
目
的
・
使
命
を

達
成
す
る
た
め
、
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ

て
は
、
法
人
会
の
原
点
で
あ
る
「
税
」
に

関
す
る
活
動
に
力
点
を
置
き
な
が
ら
、
行

政
と
連
携
し
た
公
益
性
の
高
い
事
業
展
開

に
努
め
る
と
と
も
に
、
目
黒
法
人
会
活
動

の
更
な
る
活
性
化
の
た
め
に
、
会
員
勧
奨

及
び
会
財
政
の
健
全
化
へ
の
対
応
に
一
層

力
を
注
ぎ
、
地
域
の
発
展
と
活
気
溢
れ
信

頼
さ
れ
る
目
黒
法
人
会
の
確
立
を
め
ざ
す

た
め
に
、
以
下
に
掲
げ
る
諸
施
策
に
取
り

組
む
も
の
と
す
る
。

　
Ⅱ
．
主
な
事
業
計
画

１
．
納
税
意
識
の
向
上
と
税
知
識
の
普
及

に
資
す
る
た
め
の
施
策
の
推
進

　

公
益
法
人
と
し
、
広
く
一
般
の
企
業
や

市
民
に
も
目
を
向
け
な
が
ら
、
納
税
意
識

の
向
上
と
税
知
識
の
普
及
に
資
す
る
た
め

の
施
策
を
講
じ
る
。
こ
の
た
め
、
税
制
関

連
の
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
等
の
充
実
を
図
る

と
と
も
に
、
有
益
な
資
料
を
作
成
す
る
等

税
関
連
コ
ン
テ
ン
ツ
を
拡
充
す
る
こ
と
に

よ
り
、
会
員
及
び
一
般
の
企
業
や
市
民
に

対
す
る
適
切
な
広
報
を
実
施
す
る
。

　

ま
た
、
将
来
を
担
う
小
中
学
校
の
生
徒

等
に
対
す
る
租
税
教
育
活
動
の
充
実
に
努

め
る
ほ
か
、
「
税
を
考
え
る
週
間
」
へ
の

協
賛
行
事
等
を
積
極
的
に
実
施
す
る
と
と

も
に
、
当
局
及
び
税
務
関
連
団
体
等
と
も

連
携
し
な
が
ら
、
ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
及
び
ｅ
Ｌ

Ｔ
Ａ
Ｘ
の
一
層
の
利
用
率
向
上
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
の
周
知
、
自
主
点
検
チ
ェ
ッ

ク
シ
ー
ト
の
普
及
拡
大
に
努
め
、
あ
ら
ゆ

る
機
会
を
通
じ
て
納
税
者
と
当
局
の
間
の

相
互
信
頼
・
理
解
の
醸
成
に
努
め
、
ま
た
、

広
く
税
務
知
識
の
普
及
を
通
じ
て
納
税
道

義
の
高
揚
を
図
り
、
公
正
な
税
制
と
円
滑

な
税
務
行
政
の
執
行
に
寄
与
す
る
。
さ
ら

に
、
ｅ
︱
Ｔ
ａ
ｘ
、
ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ
普
及
の

た
め
に
、
電
子
申
告
の
意
義
の
重
要
性
を

訴
え
、
会
員
企
業
70
％
以
上
を
目
標
に
、

よ
り
一
層
の
利
用
率
向
上
に
努
め
る
。

２
．
税
制
に
関
す
る
調
査
研
究
と
要
望
活

動
の
推
進

　

健
全
な
納
税
者
団
体
と
し
て
、
中
小
企

業
の
租
税
負
担
の
軽
減
と
合
理
・
簡
素
化

及
び
適
正
な
税
制
確
立
の
た
め
、
会
員
の

要
望
意
見
を
徴
す
る
と
と
も
に
、
税
制
等

の
調
査
・
研
究
を
行
い
、
会
員
に
周
知
す

る
と
と
も
に
、
税
制
（
使
途
問
題
を
含
む
）

に
関
す
る
会
員
の
意
見
を
集
約
し
、
そ
の

意
見
が
税
制
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
関
係

機
関
に
対
し
要
望
活
動
を
展
開
す
る
。

　

意
見
の
集
約
に
あ
た
っ
て
は
、
国
税
と

と
も
に
地
方
税
に
関
す
る
要
望
等
に
つ
い

て
も
会
員
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
努
め
る
。

３
．
組
織
の
充
実
・
強
化

　

厳
し
い
社
会
・
経
済
情
勢
の
下
、
会
員

数
の
減
少
傾
向
が
続
い
て
い
る
中
で
、
組

織
の
充
実
強
化
を
図
る
た
め
、
各
種
施
策

の
検
討
を
進
め
る
。
ま
た
、
会
員
勧
奨
増

強
月
間
を
設
け
る
と
と
も
に
、
会
員
の
退

会
防
止
に
努
め
な
が
ら
、
厚
生
制
度
受
託

会
社
と
も
連
携
し
、
全
会
一
丸
と
な
っ
た

組
織
的
な
会
員
勧
奨
に
よ
る
会
員
の
増
強

を
図
る
。

　

さ
ら
に
、
会
員
紹
介
制
度
を
活
用
し
、

転
出
会
員
の
他
法
人
会
へ
の
継
続
加
入
推

進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４
．
研
修
の
充
実
と
経
営
支
援
活
動
の
推
進

　

 

目
黒
法
人
会
の
根
幹
事
業
で
あ
る
税

第
６
回
通
常
総
会 

開
催

  
公
益
社
団
法
人
目
黒
法
人
会
と
し
て
の
第
６
回
通
常
総
会
が
６
月
23
日
㈭

に
目
黒
雅
叙
園
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

  

議
決
権
の
あ
る
会
員
総
数
２
，
５
５
９
社
の
う
ち
、
委
任
状
を
含
め
て

１
，
３
５
７
社
が
出
席
し
、
次
の
審
議
事
項
２
議
案
並
び
に
報
告
事
項
が

上
程
さ
れ
い
ず
れ
も
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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法
・
税
務
関
係
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
を
は
じ

め
、
企
業
経
営
の
健
全
化
並
び
に
そ
の
向

上
発
展
に
資
す
る
た
め
に
、
多
様
な
ニ
ー

ズ
に
応
え
る
研
修
・
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
強

化
を
積
極
的
に
努
め
る
。
そ
の
際
、
他
法

人
会
連
携
に
よ
る
広
域
的
開
催
な
ど
、
よ

り
効
果
的
な
開
催
方
法
や
コ
ス
ト
に
配
慮

す
る
と
と
も
に
、
体
系
的
・
連
続
的
な
メ

ニ
ュ
ー
を
構
築
す
る
な
ど
、
研
修
内
容
の

充
実
を
図
る
。　
　

　

な
お
、
会
員
企
業
に
加
え
て
一
般
の
企

業
・
市
民
に
も
対
象
を
広
げ
、
一
層
公
益

性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
参
加
人
員
増
加

に
努
め
る
。

　

ま
た
、
会
員
企
業
を
取
り
巻
く
経
営
環

境
を
踏
ま
え
、
か
つ
会
員
企
業
の
ニ
ー
ズ

に
適
う
会
員
企
業
の
メ
リ
ッ
ト
を
追
求
し

た
各
種
の
経
営
支
援
事
業
（
会
員
サ
ー
ビ

ス
）
を
、
関
係
委
員
会
と
協
力
し
て
広
く

会
員
、
一
般
に
対
し
て
税
の
啓
発
活
動
、

経
営
支
援
活
動
、
社
会
貢
献
活
動
等
の
推

進
に
努
め
る
。

５
．
広
報
活
動
の
推
進

　

目
黒
法
人
会
の
知
名
度
の
向
上
、
会
員

へ
の
会
活
動
の
周
知
、
会
員
勧
奨
の
た
め

の
広
報
活
動
を
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、

関
係
委
員
会
と
協
力
し
て
広
く
一
般
に
対

し
て
の
税
の
啓
発
活
動
を
は
じ
め
と
す
る

公
益
性
の
高
い
広
報
の
推
進
に
努
め
る
。

　

広
報
誌
「
椎
の
木
」
等
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
特
に
公
益

的
な
事
業
に
つ
い
て
は
マ
ス
コ
ミ
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
活
動

を
積
極
的
に
実
施
す
る
。
さ
ら
に
目
黒
法

人
会
に
お
け
る
有
効
な
広
報
活
動
に
つ
い

て
検
討
し
て
い
く
。

６
．
厚
生
共
益
事
業
の
拡
充

　

企
業
の
存
続
や
従
業
員
の
確
保
の
上

で
、
各
種
福
利
厚
生
制
度
は
必
要
不
可
欠

で
あ
り
、
目
黒
法
人
会
の
財
政
面
に
お
け

る
意
義
を
も
考
慮
し
、
制
度
の
維
持
と
普

及
推
進
を
図
る
。
こ
の
た
め
、
最
終
年
度

と
な
る
福
利
厚
生
制
度
収
入
「
３
年
10
億

円
増
収
」
計
画
の
達
成
に
積
極
的
に
取
り

組
む
こ
と
と
し
、
東
京
法
人
会
連
合
会
及

び
協
力
３
社
と
連
携
を
強
化
し
推
進
を
図

る
。

　

ま
た
、
会
員
の
企
業
価
値
の
向
上
、
さ

ら
に
は
目
黒
法
人
会
の
社
会
的
評
価
の
向

上
の
視
点
か
ら
も
福
利
厚
生
事
業
を
展
開

す
る
。

　

さ
ら
に
、
目
黒
法
人
会
事
業
推
進
の
た

め
に
は
、
会
員
勧
奨
や
財
政
基
盤
強
化
に

資
す
る
訴
求
力
の
あ
る
厚
生
共
益
事
業
の

構
築
・
充
実
は
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

厚
生
共
益
事
業
に
関
す
る
情
報
収
集
を
図

り
、
よ
り
効
果
的
な
事
業
に
つ
い
て
検
討

を
進
め
る
。

７
．
公
益
事
業
活
動
の
推
進

　

目
黒
法
人
会
の
公
益
事
業
活
動
に
つ
い

て
は
、
引
き
続
き
税
を
中
心
と
し
て
行
う

こ
と
と
し
、
関
係
委
員
会
等
と
連
携
の
う

え
税
制
に
関
す
る
提
言
や
租
税
教
育
の
充

実
に
努
め
る
。
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
地

域
や
社
会
へ
の
貢
献
が
重
要
な
課
題
で
あ

る
こ
と
も
念
頭
に
お
き
、
組
織
力
を
十
分

に
生
か
し
、
関
係
機
関
や
他
の
委
員
会
等

と
連
携
し
つ
つ
、
積
極
的
か
つ
継
続
的
に

活
動
を
実
施
す
る
。

　

租
税
教
育
に
つ
い
て
は
、
公
益
事
業
委

員
会
、
税
制
税
務
委
員
会
、
青
年
部
会
、

女
性
部
会
の
協
力
の
も
と
、
関
係
機
関
等

と
連
携
し
て
積
極
的
に
推
進
す
る
。

　

中
小
企
業
の
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス

向
上
に
向
け
た
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー

ト
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
活
動
の
重
要
な

柱
の
ひ
と
つ
に
位
置
付
け
、
利
用
拡
大
に

向
け
更
な
る
推
進
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
環
境
問
題
に
つ
い
て
も
、
地

球
温
暖
化
対
策
や
節
電
対
策
な
ど
に
つ
い

て
会
員
企
業
と
協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と

と
し
、
引
き
続
き
「
地
球
温
暖
化
対
策
報

告
書
」
提
出
の
定
着
を
図
り
、
中
小
規
模

事
業
所
に
よ
る
自
主
的
な
取
組
み
に
よ
る

温
暖
化
防
止
の
実
現
に
加
え
て
、
企
業
の

コ
ス
ト
削
減
も
図
れ
る
と
い
う
二
つ
の
要

素
と
、
ま
た
事
業
税
の
減
免
に
も
つ
な
が

る
も
の
で
、
前
年
度
を
上
回
る
提
出
件
数

を
目
指
し
、
提
出
の
意
義
の
Ｐ
Ｒ
等
を
行

い
、
積
極
的
な
推
進
を
図
る
こ
と
と
す

る
。

　

ま
た
、
目
黒
法
人
会
に
お
け
る
公
益
事

業
活
動
の
あ
り
方
や
取
組
み
等
に
つ
い
て

引
き
続
き
検
討
を
行
う
。

８
．
青
年
部
会
・
女
性
部
会
・
源
泉
部
会

活
動
の
充
実

　

青
年
部
会
・
女
性
部
会
・
源
泉
部
会
の

活
動
を
活
発
に
展
開
し
、
３
部
会
の
さ
ら

な
る
充
実
と
部
会
員
の
研
鑽
を
図
る
と
と

も
に
、
目
黒
法
人
会
活
動
の
担
い
手
と
し

て
目
黒
法
人
会
活
動
の
充
実
と
活
性
化
に

資
す
る
た
め
の
諸
施
策
を
積
極
的
に
講
じ

る
。

　

特
に
公
益
性
の
高
い
事
業
の
実
施
に
努

め
、
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
へ
の
租
税

教
育
、
税
の
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
を
最

重
要
事
業
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
付
け
、

引
き
続
き
、
租
税
教
育
、
税
の
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
活
動
や
環
境
問
題(

CO2
削
減

問
題
・
節
電)

を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、

親
会
等
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
よ
り

効
果
的
な
実
施
運
営
に
努
め
、
引
き
続
き

積
極
的
に
取
り
組
む
。

９
．
関
係
外
部
機
関
と
の
連
絡
協
調

　

目
黒
税
務
署
を
は
じ
め
と
し
た
税
務
関

係
諸
官
署
お
よ
び
東
京
税
理
士
会
目
黒
支

部
を
は
じ
め
と
し
た
税
務
関
係
諸
団
体
と

の
連
絡
協
調
は
、
税
に
関
す
る
事
業
を
基

本
と
す
る
法
人
会
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
よ

り
一
層
密
に
す
る
よ
う
努
め
る
。

　

ま
た
、
地
域
社
会
貢
献
活
動
の
実
施
に

あ
た
っ
て
は
、
地
方
公
共
団
体
お
よ
び
地

域
関
係
諸
団
体
と
の
協
調
に
配
慮
す
る
。

10
．
目
黒
法
人
会
体
制
の
整
備

　

時
代
に
合
っ
た
組
織
運
営
体
制
の
構
築

は
必
須
の
課
題
で
あ
り
、
公
益
法
人
と
し

て
適
切
に
対
応
す
る
た
め
、
目
黒
法
人
会

の
自
治
及
び
自
己
責
任
の
視
点
か
ら
諸
規

程
・
管
理
体
制
等
所
要
の
整
備
を
行
う
と

と
も
に
、
他
法
人
会
間
の
連
携
強
化
に
努

め
る
。

　

ま
た
、
Ｉ
Ｔ
を
活
用
し
た
会
員
サ
ー
ビ

ス
事
業
の
拡
充
、
効
率
的
な
事
務
運
営
の

た
め
の
シ
ス
テ
ム
整
備
を
図
る
と
と
も

に
、
個
人
情
報
管
理
の
徹
底
を
図
る
。
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目黒区内中学生の作品    　　 納めよう税金　考えよう　使い道 　　

税務署からのお知らせ

法定調書へのマイナンバーの記載が必要になりました
　社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入により、平成 28 年１月１日以後に支払が確定し
た報酬や不動産の賃借料等の支払に関する法定調書 ※ には、支払を受ける個人の方の氏名や住所
のほか、マイナンバー（個人番号）の記載も必要になりました。
※法定調書とは、報酬や不動産の賃借料などの一定の金銭等を支払った方が、所得税法等の規定に基づき税務署長

に提出する資料をいいます。

支払を受ける個人の方へ
　講演等の報酬や、不動産の賃借料などの支払を受ける個人の方は、これらの支払をする方が法
定調書を提出する場合には、支払をする方にマイナンバーを提供する必要があります。
　例えば、次に該当する方は、支払をする方にマイナンバーを提供する必要があります。

・講演等を行う場合で、同一の支払者から支払を受けるその年中の報酬が５万円を超える方
・不動産を個人の不動産業者※又は法人に賃貸している場合で、同一の支払者から支払を受け

るその年中の賃借料が 15 万円を超える方
※不動産業者である個人のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営んでいる方を除きます。
　また、マイナンバーを提供する場合には、マイナンバーの提供を受ける方が本人確認を行うた
め、マイナンバーカード等の提示等が必要になります。

支払をする方へ
　個人の方に対して報酬や不動産の賃借料など一定の支払をする方が、これらの支払に関する法
定調書を提出する場合には、法定調書に支払を受ける方のマイナンバーの記載が必要ですので、
支払を受ける方からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
　また、マイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行う必要があります。

本人確認の方法
　マイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認として、①正しいマイナンバーであることの確認
（番号確認）と②提供する方がマイナンバーの正しい持ち主であることの確認（身元確認）が必要です。
１マイナンバーカードをお持ちの方
　マイナンバーカードだけで、本人確認（番号確認と身元確認）が行えます。

２マイナンバーカードをお持ちでない方
　以下の番号確認書類と身元確認書類が、それぞれ必要となります。

＜社会保障・税番号（マイナンバー）制度についての詳細＞
　国税に関する社会保障・税番号（マイナンバー）制度の詳しい情報は、国税庁ホームページ(www.nta.go.jp)
のトップページにある「社会保障・税番号制度＜マイナンバー＞」をクリックして、ご覧ください。

番 号 確 認 書 類

《 ご本人のマイナンバーを確認できる書類 》
● 通知カード
● 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

( マイナンバーの記載があるものに限ります。)

などのうちいずれか１つ

身 元 確 認 書 類
《 記載したマイナンバーの持ち主であることを確認できる書類 》
　　● 運転免許証　　● 在留カード
　　● パスポート　　● 身体障害者手帳　
　　　　　　　　　　　　　　　　などのうちいずれか１つ

※写真表示のない身分証明書等により身元確認を行う場合には、
　２種類以上必要です。

（例：国民健康保険の被保険者証と国民年金手帳）
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 目黒都税事務所からのお知らせ

減免対象
一画地における非住宅

4 4 4

用地の面積が400㎡以下であるもののうち200㎡までの部

分。ただし、個人又は資本金の額が１億円以下の法人が所有するものに限ります。
減免割合 固定資産税・都市計画税の税額の２割

減免手続

減免を受けるためには、申請が必要です。

まだ申請をしていない方で、小規模非住宅
4 4 4

用地を所有していると思われる方には、

８月までに「固定資産税の減免手続きのご案内」をお送りする予定です。減免の要

件を確認のうえ、申請してください。
※前年度に減免を受けた方で用途を変更していない方は、新たに申請する必要はありません。

【お問い合わせ先】土地が所在する区にある都税事務所

風水害や地震、火災などで甚大な被害を受けた方には、被災の程度等によって税金を軽減また
は免除する制度があります。

＜減免する場合＞
床上浸水（不動産取得税を除く）、崖崩れ、家屋損壊等の被害のうち、一定程度以上の被災
の場合

＜減免の対象となる都税＞
固定資産税・都市計画税（23 区内）、不動産取得税、個人事業税　など
※固定資産税・都市計画税、個人事業税については、一度課税された税金のうち、納期限

前のものに限られます。

＜減免を受けるための手続き＞
減免を受けるためには、納期限までに、納税者ご本人からの申請が必要です。
被災された方は、区市町村（火災の場合は消防署）で発行する「り災証明書」など、被災
の事実を証明する書類を添えて、所管の都税事務所まで申請してください。

また、被災により、都税を一度に納めることができない場合には、納税を猶予する制度もあり
ます。なお、納税の猶予を受ける場合にも、申請が必要となります。

☆ 詳しくは、目黒都税事務所までお問い合わせください。

災害等により甚大な被害を受けた方には
都税を減免する制度があります

目黒区内中学生の作品    　　 ほらそこに　あなたの税金　いきている 　　

小規模非住宅
4 4 4

用地の
固定資産税・都市計画税を減免します

昨年度に引き続き、平成28年度も

23 区内
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目黒区役所ホームページ　http://www.city.meguro.tokyo.jp/

目黒区内中学生の作品    　　 消費税　そこからつながる　社会の輪 　　

平成28年4月に
「障害者差別解消法」が施行されました。

区役所だより

　事業主の皆さまにも、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（以下「障害者差別解消法」）
についてご理解いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
◆「障害者差別解消法」とは

　すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあい
ながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を社会において推進することを目
的とした法律です。

◆ 不当な差別的取扱いの禁止および合理的配慮の提供
　この法律では、障害を理由として不当な差別的取扱いを行うことにより障害をもつ人の権利利益
を侵害する行為を禁止しています。（行政機関、民間事業者共に「法的義務」）
　また、障害をもつ人から「障壁を除去して欲しい」との申出があった場合、そのための負担が過
重でない場合には、申出に対し必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。（行政機関は「法
的義務」、民間事業者は「努力義務」）なお、申出のあった方法が提供できない場合には、障害をも
つ人との対話を通じて、代替措置の提案等柔軟な対応をお願いします。

◆ 詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。
内閣府　障害者差別解消法＞関係府省庁所管事業分野における
障害を理由とする差別の解消の推進関する対応方針　

担当：障害福祉課障害施策推進係　℡０３- ５７２２- ５８４８

担当：危機管理室防災課　℡０３－５７２３－８７００

企業における震災時の帰宅困難者対策
　◆ 首都直下地震が発生したら？

　首都直下地震は、今後 30 年の間に 70％の確率で発生すると言われています。都内で震度６強の
地震が発生した場合、公共交通機関の停止により都内で 517 万人、目黒区では約７万８千人の帰
宅困難者の発生が想定されています。また、事業所の営業時間内に発災した場合は、従業員だけで
なく利用者等の身の安全も確保する必要があります。
　いざという時に適切な対応を行うためには、あらかじめ、災害対応マニュアルや BCP（事業継
続計画）の策定等を行い、事業所としての対策を検討しておくことが重要です。

◆ なぜ帰宅困難者対策が必要なのか？
　災害時は、救命救助活動や消火活動などの応急活動を迅速・円滑に行わなければなりません。し
かし、大量の徒歩帰宅者が一斉に道路へ流出した場合、緊急車両による応急活動の妨げになること
が懸念されます。
　そのため、「むやみに移動を開始しない」が帰宅困難者対策の基本原則です。事業所では発災時
の混乱を回避するため、一斉帰宅を制限するなど、従業員等を一定期間施設内に滞在させる取り組
みが求められています。
※建物に倒壊の恐れがある場合や周辺で火災が発生している場合は、お近くの避難所に避難して

ください。
◆ 事前準備を進めましょう

　発災時の安全安心を確保するためには、事業所の災害対策を整備することが重要です。日ごろか
らオフィス内の整理整頓や家具転倒防止を行い、３日間の滞在を目安として水・食糧・毛布等の備
蓄に努めることで、災害時でも安全に待機できる環境を整えましょう。また、日常の対策と合わせ
て、従業員の帰宅ルールの設定や、従業員やその家族との安否確認手段を確保し、従業員が安心し
て留まれる仕組みを検討しましょう。
　さらには、定期的な訓練によって、事業所全体で災害時のルールを共有しておくことが大切です。
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記
憶
の
お
・
は
・
な
・
し

　

日
差
し
が
眩
し
い
季
節
が
巡
っ
て
き
ま

し
た
。
時
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
去
っ

て
い
き
ま
す
。
去
年
の
今
頃
何
を
し
て
た

か
覚
え
て
お
ら
れ
ま
す
か
？
昨
日
何
を
し

て
い
た
か
で
さ
え
、
案
外
思
い
出
す
の
に

苦
慮
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

記
憶
と
脳
の
お
仕
事

　

記
憶
は
私
達
と
共
に
あ
り
ま
す
。
記
憶

と
い
う
脳
の
中
の
フ
ィ
ル
ム
を
紡
い
で
ヒ

ト
は
人
生
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

ド
ラ
マ
を
製
作
し
て
い
る
の
で
す
。
脳

の
記
憶
容
量
は
１
０
０
万
ギ
ガ
バ
イ
ト
、

１
時
間
の
Ｔ
Ｖ
番
組
３
０
０
万
本
に
相
当

し
ま
す
。
脳
に
は
大
容
量
が
あ
る
の
に
ど

う
し
て
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
、

覚
え
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
、

と
疑
問
に
思
い
ま
せ
ん
か
？
脳
の
仕
事
は

情
報
の
出
入
力
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

身
体
を
適
切
に
維
持
管
理
す
る
司
令
塔
で

も
あ
り
ま
す
。
脳
は
日
中
だ
け
で
な
く
睡

眠
中
ま
で
フ
ル
活
動
し
、
利
用
す
る
エ
ネ

ル
ギ
ー
量
は
臓
器
の
中
で
最
大
な
の
で
無

駄
を
削
減
す
る
エ
コ
使
用
と
な
っ
て
い
ま

す
。
削
減
を
決
め
る
場
所
は
脳
の
奥
に
あ

る
海
馬
と
い
う
場
所
で
そ
の
削
減
量
は
入

力
さ
れ
た
情
報
の
90
％
に
も
上
り
ま
す
。

海
馬
が
記
憶
と
し
て
保
管
す
べ
き
と
判
断

す
る
最
優
先
事
項
は
私
達
の
生
存
に
関
わ

る
こ
と
で
す
。
次
に
記
憶
と
し
て
定
着
し

や
す
い
こ
と
に
経
験
や
感
情
を
伴
う
記
憶

が
あ
り
ま
す
。
嬉
し
い
こ
と
、
悲
し
い
こ

と
、
恐
ろ
し
い
こ
と
な
ど
感
情
が
関
わ
っ

た
時
の
記
憶
（
経
験
記
憶
）
は
長
く
定
着

す
る
だ
け
で
な
く
思
い
出
し
や
す
い
の
で

す
。
年
齢
を
重
ね
る
と
昔
の
思
い
出
話
が

多
く
な
る
の
は
経
験
記
憶
が
関
わ
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。

目
の
前
の
必
要
な
こ
と
を
記
憶
す
る

　

で
は
日
常
の
細
か
い
記
憶
は
ど
う
で

し
ょ
う
。買
い
物
に
行
っ
て
買
い
忘
れ
た
、

昨
日
聞
い
た
ば
か
り
な
の
に
忘
れ
た
、

知
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
思
い
出
せ
な

い
な
ど
、
皆
様
経
験
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

目
の
前
の
覚
え
た
い
事
を
作
業
記
憶
と
呼

び
ま
す
が
、
こ
の
記
憶
は
も
と
も
と
定
着

し
に
く
い
記
憶
で
す
の
で
、
物
忘
れ
や

度
忘
れ
は
あ
っ
て
当
然
と
も
言
え
ま
す
。

そ
う
し
た
物
忘
れ
を
年
齢
だ
か
ら
と
諦
め

て
し
ま
い
が
ち
で
す
が
、
海
馬
が
最
も
活

性
化
す
る
の
は
70
歳
と
い
う
報
告
も
あ
り

ま
す
。
経
験
を
重
ね
る
こ
と
で
要
不
要
の

判
断
が
素
早
く
で
き
る
か
ら
な
の
で
す
。

但
し
、
海
馬
の
判
断
が
早
く
て
も
そ
の
記

憶
が
定
着
し
な
い
こ
と
に
は
結
果
と
し
て

忘
れ
っ
ぽ
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、

必
要
な
こ
と
を
忘
れ
な
い
た
め
に
ど
う
す

れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
？
必
要
な
記
憶
を

経
験
記
憶
に
変
え
て
い
く
作
業
を
し
ま

し
ょ
う
。
経
験
記
憶
は
脳
の
地
図
上
で
視

覚
野
・
聴
覚
野
・
運
動
野
な
ど
あ
ら
ゆ
る

場
所
を
利
用
し
な
が
ら
作
ら
れ
て
い
き
ま

す
。
覚
え
て
い
た
い
事
は
そ
う
し
た
場
所

を
有
効
活
用
し
た
い
も
の
で
す
。

読
み
書
き
・
暗
唱
は
記
憶
の
か
な
め

　

日
本
に
は
文
字
情
報
が
溢
れ
、
Ｐ
Ｃ
な

ど
手
軽
に
情
報
を
入
手
す
る
手
段
が
あ
り

ま
す
が
、
そ
う
し
た
情
報
は
ど
う
し
て
も

目
で
追
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
生
物
の
進
化

で
は
視
覚
よ
り
聴
覚
の
方
が
遥
か
に
進
ん

で
い
る
の
で
す
。
新
生
児
の
聴
覚
は
成
人

並
み
に
発
達
し
て
い
ま
す
が
、
視
覚
は
ぼ

ん
や
り
し
て
不
十
分
で
す
。
動
物
の
進
化

を
色
濃
く
残
し
て
い
る
私
達
は
耳
か
ら
の

情
報
が
定
着
し
や
す
い
の
で
す
。
メ
モ
を

取
っ
て
も
追
っ
て
い
る
だ
け
で
は
記
憶
は

削
除
さ
れ
が
ち
で
す
。
書
い
た
メ
モ
を
声

に
出
し
て
読
む
こ
と
で
、
視
覚
野
・
聴
覚

野
・
運
動
野
の
全
て
が
活
性
化
し
て
経
験

記
憶
と
し
て
定
着
し
や
す
く
な
る
の
で

す
。
記
憶
に
は
保
存
と
検
索
の
２
つ
の
機

能
が
あ
り
ま
す
。
保
存
力
と
は
学
ん
だ
こ

と
を
覚
え
て
い
る
尺
度
で
す
。
一
方
検
索

力
と
は
情
報
の
塊
を
楽
に
引
き
出
す
尺
度

と
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
で
し
ょ

う
。
思
い
出
し
に
く
い
の
は
検
索
力
が
不

足
し
て
い
る
と
考
え
て
く
だ
さ
い
。
Ｐ
Ｃ

で
何
度
も
検
索
し
て
い
る
話
題
は
直
ぐ
に

画
面
表
示
が
さ
れ
る
よ
う
に
、
検
索
力
の

向
上
に
は
繰
り
返
し
が
必
要
な
の
で
す
。

残
念
な
が
ら
記
憶
力
を
手
軽
に
向
上
さ
せ

る
方
法
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、
古
く
か

ら
の
読
み
書
き
・
音
読
は
脳
科
学
で
検
証

さ
れ
た
唯
一
の
方
法
で
す
。
因
み
に
栄
養

素
で
脳
力
向
上
に
役
立
つ
成
分
と
し
て
研

究
結
果
が
出
て
い
る
も
の
に
Ｄ
Ｈ
Ａ
（
青

魚
）、
レ
シ
チ
ン
（
卵
黄
な
ど
）、
カ
カ
オ

製
品
な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
栄

養
素
だ
け
で
記
憶
力
や
脳
力
が
向
上
す
る

と
は
言
え
ま
せ
ん
の
で
、
誇
大
広
告
に
も

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

目黒区内中学生の作品    　　 笑顔あふれる街づくり　僕の手で！納税で！ 　　

脳
の
は
な
し
①

株
式
会
社
ｊ
ａ
ｓ
ｔ

会
長 

安  

田  

祥  

子

健
康

株式会社ｊａｓｔ
ｊａｓｔ健康相談室
ｊａｓｔロイヤルクラブ
ｊａｓｔファーストクラブ

お問い合わせ　
☎０３-６２６５-０２６３
HP http://www.jast1.jp
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
実
務
対
策
と
し

て
３
回
シ
リ
ー
ズ
で
お
伝
え
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
コ
ラ
ム
で
す
が
、
今
回
が
最

終
回
と
な
り
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
「
集
め
て
保
管
す

る
」
こ
と
が
目
的
で
は
な
く
、
「
税
と
社

会
保
障
の
手
続
き
に
利
用
す
る
こ
と
を
目

的
に
取
得
し
、
継
続
的
に
利
用
す
る
た
め

に
保
管
す
る
」
も
の
な
の
で
、
運
用
実
務

を
考
え
て
取
得
・
保
管
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

今
回
は
過
去
２
回
の
振
り
返
り
も
含
め

て
、
実
務
対
策
の
ポ
イ
ン
ト
を
３
つ
お
伝

え
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
務
の
ポ
イ
ン
ト
①　

利
用
記
録

運
用
上
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
第
１
回

で
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
時
に
は

記
録
を
残
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を

お
伝
え
し
ま
し
た
。
保
管
場
所
か
ら
の
持

出
し
に
始
ま
り
、「
い
つ
」「
誰
が
」「
何

の
た
め
に
」
利
用
し
た
の
か
、
そ
し
て
保

管
場
所
へ
の
返
却
ま
で
管
理
が
必
要
で
、

取
り
扱
い
に
つ
い
て
記
録
を
残
さ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
（
図
１
参
照
）

記
録
は
適
切
な
管
理
の
証
明
に
な
り
ま

す
。
紛
失
・
盗
難
な
ど
の
ト
ラ
ブ
ル
を
発

生
さ
せ
な
い
た
め
に
も
、
発
生
し
た
場
合

の
自
社
リ
ス
ク
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に

も
、
取
扱
記
録
を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

実
務
の
ポ
イ
ン
ト
②　
廃
棄

ま
た
、
第
２
回
で
は
廃
棄
に
つ
い
て
お

伝
え
し
ま
し
た
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
継
続

的
に
利
用
す
る
中
で
、
従
業
員
が
退
職
し

た
場
合
、
個
人
支
払
先
と
の
取
引
が
な
く

な
っ
た
場
合
な
ど
「
税
と
社
会
保
障
の
手

続
き
に
利
用
す
る
」
と
い
う
目
的
が
終
了

し
た
と
き
は
安
全
な
方
法
で
、
適
切
な
タ

イ
ミ
ン
グ
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
廃
棄
し
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
退
職
の
手
続

き
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
削
除
・
廃
棄
の
タ
イ

ミ
ン
グ
は
異
な
る
こ
と
で
す
。（
図
２
参
照
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
書
類
は

法
定
保
存
期
間
終
了
後
に
速
や
か
に
削

除
・
廃
棄
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
適
切
に

運
用
す
る
た
め
に
記
録
と
確
認
が
必
要
で

す
。

廃
棄
記
録
簿
の
例
は
第
２
回
の
コ
ラ
ム

で
紹
介
し
ま
し
た
の
で
興
味
の
あ
る
方
は

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

実
務
の
ポ
イ
ン
ト
③　

提
供

 

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
運
用
の
３
つ
目
の
ポ
イ

ン
ト
が
「
提
供
」
で
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
の
は
税
と

社
会
保
障
の
手
続
き
を
行
う
と
き
で
す
。

そ
し
て
手
続
き
の
際
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

行
政
機
関
等
に
渡
す
こ
と
を
「
提
供
」
と

言
い
ま
す
。
提
供
に
つ
い
て
は
①
手
続
き

シ
リ
ー
ズ　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
実
務
対
策　
第
３
回

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
提
供
す
る
こ
と
を
考
え
て
保
管
す
る

株
式
会
社
エ
フ
ア
ン
ド
エ
ム 　
　
　
　

Ｓ
Ｒ 

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
事
業
本
部　
　

本
部
長　

上
枝
康
弘

B 保管制限と廃棄
　個人番号は、番号法で限定的に明記された事務を処理するた
めに収集又 は保管されるものであるから、それらの事務を行
う必要がある場合に限り 特定個人情報を保管し続けることが
できる。また、個人番号が記載された 書類等については、所
管法令によって一定期間保存が義務付けられている ものがあ
るが、これらの書類等に記載された個人番号については、その
期 間保管することとなる。
　一方、それらの事務を処理する必要がなくなった場合で、所
管法令にお いて定められている保存期間を経過した場合には、
個人番号をできるだけ 速やかに廃棄又は削除しなければなら
ない。なお、その個人番号部分を復 元できない程度にマスキ
ング又は削除した上で保管を継続することは可能 である。  

（図２）保管制限と廃棄
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン（事業者編）

（図１）個人番号取扱記録簿の例

個人番号取扱記録簿　記入例 【2015年】　　

管理
No. 従業員名 対象者名 取扱日

取扱内
容

目的 方法 取扱担当者

1 江坂　太郎 江坂　太郎 1/10 利用 退職 ― 京橋　次郎

2 福岡　和人 福岡　二子 2/1 利用 扶養追加 ― 八重洲　一子

3 大阪　一郎 大阪　一郎 3/15 削除 ― 裁断 京橋　次郎

4 江坂　花子 江坂　花子 4/5 利用 育児休業 ― 八重洲　一子

5 千葉　和子 千葉　和子 4/25 利用 入社 東京　三郎

6 千葉　和子 千葉　和子 4/26 利用 育児休業 ― 東京　三郎

7 秋田　今日子 秋田　今日子 4/30 削除 ― 裁断 京橋　次郎

8 /

9 /

10 /

11 /

12 /

13 /

14 /

15 /

16 /

17 /

18 /

19 /

20 /

【記載注意点】 
・対象者名欄は個人番号の取扱対象者を記入する 
・取扱内容欄は利用もしくは削除等取扱状況を記載する 
・目的欄は個人番号の取扱目的を記載する 
・方法欄は番号の削除の方法を記載する（裁断、データ削除など） 
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を
税
理
士
・
社
会
保
険
労
務
士
等
の
士
業

に
委
託
す
る
場
合
と
②
自
社
完
結
す
る
場

合
で
対
応
が
異
な
り
ま
す
。

①
士
業
に
委
託
す
る
場
合

士
業
に
委
託
す
る
場
合
は
税
理
士
・
社

会
保
険
労
務
士
に
そ
れ
ぞ
れ
手
続
き
対
象

者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
預
け
ま
す
。
こ
こ

で
気
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
税
と

社
会
保
障
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る

場
面
は
異
な
り
、
企
業
と
の
や
り
取
り
も

異
な
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
士
業
が
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
利
用
時
に
正
確
で
最
新
の
情
報

を
利
用
で
き
る
よ
う
に
企
業
側
で
管
理
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
す
。
（
図
３
参
照
） 

ま
た
、
企
業
と
士
業
の
間
で
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

情
報
伝
達
の
方
法
も
検
討
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
情
報
伝
達
ミ
ス
を
な
く
す
た
め

に
メ
ー
ル
や
Ｆ
Ａ
Ｘ
を
利
用
し
て
い
る
企

業
は
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
伝
達
す
る
手
段
と
し
て
は
誤
送
信

の
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
誤
送
信
が
発
生

し
な
い
仕
組
み
作
り
と
併
せ
て
、
暗
号

化
、
パ
ス
ワ
ー
ド
に
よ
る
保
護
な
ど
リ
ス

ク
対
策
が
必
要
で
す
。

通
知
カ
ー
ド
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
コ
ピ
ー
、
Ｃ
Ｄ
︱
Ｒ
Ｏ
Ｍ
等
電
子
媒
体

を
郵
送
す
る
こ
と
で
情
報
伝
達
す
る
場
合

は
、
普
通
郵
便
で
は
な
く
追
跡
可
能
な
送

付
方
法
で
、
電
子
媒
体
に
パ
ス
ワ
ー
ド
を

か
け
る
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ボ
ッ
ク
ス
を
利

用
す
る
な
ど
の
対
策
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

尚
、
士
業
に
手
続
き
を
依
頼
す
る
場

合
、
士
業
が
適
切
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
運
用

で
き
て
い
る
か
、
委
託
先
の
管
理
は
企
業

に
も
監
督
責
任
が
あ
り
ま
す
。
委
託
先
士

業
の
安
全
管
理
措
置
も
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

②
自
社
完
結
す
る
場
合

自
社
完
結
す
る
場
合
は
行
政
へ
の
書
類

提
出
時
の
リ
ス
ク
対
策
を
検
討
し
て

く
だ
さ
い
。
こ
の
際
に
も
士
業
へ
の
情

報
伝
達
時
と
同
じ
く
送
付
手
段
の
検
討
が

必
要
で
す
。

ま
た
、
電
子
申
告
や
電
子
申
請
を
利
用

す
る
こ
と
で
送
付
リ
ス
ク
を
軽
減
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
の
で
、
未
導
入
の
場
合
は

検
討
し
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

運
用
全
般
を
考
え
た
対
策
を

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
運
用
に
は
「
取
得
」

「
保
管
」
の
他
に
も
「
利
用
」
「
提
供
」

「
廃
棄
」
と
い
う
業
務
が
発
生
し
ま
す
。

今
後
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用
す
る
範

囲
は
拡
大
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
利
用

範
囲
の
拡
大
と
共
に
、
企
業
が
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
「
利
用
」
「
提
供
」
す
る
機
会
は

増
え
、
現
在
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
保
管
し
て

い
る
従
業
員
等
の
退
職
や
扶
養
家
族
の
異

動
に
と
も
な
う
「
廃
棄
」
も
発
生
し
ま

す
。
必
要
が
出
て
き
た
と
き
に
対
応
を
考

え
る
の
で
は
な
く
、
リ
ス
ク
対
策
を
し
た

う
え
で
対
応
で
き
る
よ
う
、
利
用
範
囲
が

限
定
さ
れ
て
い
る
今
の
う
ち
に
対
策
を
検

討
し
て
く
だ
さ
い
。

尚
、
こ
の
よ
う
な
運
用
・
管
理
・
監
督

業
務
を
省
力
化
す
る
方
法
と
し
て
、
シ
ス

テ
ム
導
入
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
す
。

弊
社
が
提
供
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ス

テ
ー
シ
ョ
ン
は
中
堅
中
小
企
業
の
た
め
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム
と
し
て
開

発
し
、
東
京
法
人
会
連
合
会
の
指
定
を
受

け
て
い
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
利
用
時
の

自
動
記
録
、
廃
棄
時
期
の
管
理
、
士
業
へ

の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
提
供
や
各
種
申
請
等
の

依
頼
を
シ
ス
テ
ム
内
で
対
応
す
る
こ
と
が

で
き
、
手
間
な
く
運
用
・
管
理
・
情
報
連

携
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
ご
興
味
の
あ

る
方
は
東
京
法
人
会
連
合
会
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
経
営
支
援
サ
ー
ビ
ス
」
か
ら

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
管
理
」
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

（図３）士業におけるマイナンバー利用対象の違い

お
問
い
合
わ
せ
窓
口

株
式
会
社
エ
フ
ア
ン
ド
エ
ム

Ｓ
Ｒ 

Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
事
業
本
部

（
０
３
）
６
２
２
５
︱
３
１
２
３
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目黒区内中学生の作品    　　 支えよう　税を納めて　地域の灯り 　　目黒区内中学生の作品    　　 夢と希望　二つを築く　税金で 　　

写
真
で
み
る

　
活
動
紹
介

「ＷＥ  ＬＯＶＥ  ＭＥＧＵＲＯ」（目黒区内清掃活動） 

  開催日：5 月 15 日　参加者 1,200 名

﹁
各
支
部
・
部
会
の
税
務
研
修
会
﹂

　
支
部
税
務
研
修
共
通
テ
ー
マ

①
﹁
使
っ
て
み
よ
う
！
自
主
点
検
チ
ェ
ッ
ク
表
﹂

②
﹁
消
費
税
軽
減
税
率
制
度
に
つ
い
て
Ｑ
＆
Ａ
﹂

　
開
催
日
：
数
字
は
支
部

　
　
　
　
　
①
５
月
20
日
②
５
月
27
日
③
５
月
23
日

　
　
　
　
　
④
５
月
13
日
⑤
５
月
25
日
⑥
５
月
30
日

　
　
　
　
　
⑦
５
月
19
日
⑧
５
月
26
日
⑨
５
月
12
日

　
　
　
　
　
⑩
５
月
18
日
⑪
５
月
９
日
⑫
６
月
９
日

　
　
　
　
　
⑬
６
月
７
日

　
講　
師
：
目
黒
税
務
署　
丸
屋
第
１
統
括
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
財
津
審
理
上
席

女
性
部
会
税
務
研
修
会

﹁
タ
ッ
ク
ス
・
ウ
ー
マ
ン
の
つ
ぶ
や
き
﹂

　
開
催
日
：
５
月
16
日

　
講　
師
：
目
黒
税
務
署　
内
田
副
署
長

青
年
部
会
税
務
研
修
会

﹁
税
の
よ
も
や
ま
話
﹂

　
開
催
日
：
５
月
31
日

　
講　
師
：
目
黒
税
務
署　
丸
屋
第
１
統
括
官
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目黒区内中学生の作品    　　 夢と希望　二つを築く　税金で 　　

源泉部会基礎研修会
「給与所得者の源泉徴収事務」

「普通救命技術者資格講習会」
　

「決算法人説明会」（共催：目黒税務署）

「新設法人説明会」（共催：目黒税務署） 目黒優申会講演会「大相撲よもやま話」

開催日：（第１回）4 月 15 日（第２回）6 月 10 日
場　所：目黒消防署
講　師：岡村明彦

開催日：（第１回）５月 17 日（第２回）６月 14 日
場　所：目黒法人会館
講　師：ＧＶＣアセットマネジメント㈱
　　　　代表 寺本義雄 氏

「本気の経営者を目指す勉強会」3 回シリーズ

開催日：6 月 14 日（毎月開催）
場　所：目黒税務署
講　師：目黒税務署　法人税・源泉所得税
　　　　消費税・印紙税・徴収部門 各担当

開催日：（第１回）6月９日（第２回）6月13日
場　所：目黒法人会館
講　師：目黒税務署　七澤審理上席

開催日：6 月 21 日（隔月開催）
場　所：目黒税務署
講　師：目黒税務署　法人税・源泉所得税・消費税・

印紙税・徴収部門　各担当

開催日：6 月 16 日
場　所：目黒雅叙園
講　師：鳴戸親方（元大関　琴欧州）
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       セミナー・講演会・イベント・相談会参加申込書（コピーしてお使いください）

参加行事名 開催月日 参加者ご芳名 ご役職名・その他

お申込会社名 : TEL FAX

お申込会社住所 : E-mail:

※公益社団法人目黒法人会事務局宛お願いします。
※他会会員の方、会員以外に一般の方のご参加をお待ちしています。

ＦＡＸ：３７１２－８８２９  TEL：３７１２－９５８８　E-mail: mg_info@tohoren.or.jp

目黒区内中学生の作品    　　 税納め　花咲く未来を　つないでく 　　

平成27年度社会貢献事業ご協力企業（平成27年４月～28年３月）

使用済切手、書き損じはがき等回収で協力いただいた方々
㈱石福 ㈲久保ビル ㈲信栄パートナーズ ㈲西山商店
㈲漆原商店 ㈱クラッカースタジオ ㈲鈴木瓦店 ㈱フィール・アド
小川エステート㈱ ㈱グランリーブル 高橋和美 堀井商事㈱
㈱金子商事ダスキン部 坂元キクエ 高橋建設㈱ ㈲本富
㈱北川商会 坂本喜代子 ㈲ＴＩＰライフサポート やまう㈱
㈱キョーワ・ハーツ ㈲サクラ電化サービス 東京小売酒販組合目黒支部 山下寝具㈱
協栄興業㈱ ササキ工務設計 二幸建設㈱ ㈱渡辺電機製作所
工藤鎮夫 三協㈱

　上記以外、事務局に匿名でご寄付いただいた方々にも感謝いたします。お持ちいただいた方
で、もし上記に記載漏れのあった方、大変申し訳ありません。
　法人会では使用済切手、書き損じはがき、ベルマークを集めています。少量でも構いません、
ついでのときに事務局にお持ち下さい。使用済み切手等は目黒区社会福祉協議会のめぐろボラ
ンティア・区民活動センターに集められ、区内のボランティアグループや老人クラブの手で整
理され、専門業者により換金されます。平成27年度は使用済み切手約21kg が集められ、車い
す購入等ボランティア事業の資材購入に利用されました。   

普通救命技術者
資格講習会

( 誰でも参加自由）
9月16日㈮18時～ 目黒消防署

４階研修室

救急処置法を楽しく知るとともに、大事な人命を救
うために所定のカリキュラムを受講するとＡＥＤ
（自動体外式除細動器）の操作、心肺蘇生法などを
含めた「普通救命技術者資格」が取得できます。

第 40 回目黒区民まつり
（SUN・さんままつり）

（税金クイズ等）
9月18日㈰10時～16時

(誰でも参加自由）
目黒区民センター

（目黒区目黒 2-4-36）

税を身近なものに感じてもらう機会を提供するとと
もに、税の大切さ、お金の大切さを理解すること
で、納税意識の高揚を図る目的で、税金クイズ、
１億円レプリカ重さ体験コーナー、e-TaxPR コー
ナー等の実施

上級救命資格者講習会
( 誰でも参加自由） 10月14日㈮9時～17時 目黒消防署

４階研修室
普通救命講習の内容に、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法を加えたコースの上級救命講習で、東京
消防庁から技能認定書（３年間有効）が交付

目黒地域福祉のつどい
バザー出品

10月22日㈯
10時30分～16時頃 中目黒ＧＴプラザ周辺

自分には不要だが、他人には役立つもの（未使用の
物または新品同様）の寄贈をお受けいたしておりま
す。

第 23 回
めぐろ童謡コンサート

（税金クイズ等）
（前売券は目黒法人会まで）

　10月23日㈰
13時開演

（誰でも参加自由）
―入場料―

 1,000円（当日券）
800円（障がい者）
800円（前売券）

めぐろパーシモン
ホール　大ホール

・区立みどりがおかこども園
・区立烏森小学校　森の合唱団
・区立大鳥中学校　吹奏楽部
・混声合唱サークル「Freuden Krels」
・童謡クラブ　萩の会
　大庭照子 氏（NPO 日本国際童謡館館長）
・鳥取県わらび館　田中直子氏（うた）、
　岩本眞由子氏（ピアノ伴奏）の皆さん出演

上級救命資格者講習会
（誰でも参加自由）

11月11日（金）
９時～17時

目黒消防署
４階研修室

普通救命講習の内容に、傷病者管理、外傷の応急手
当、搬送法を加えたコースの上級救命講習で、東京
消防庁から技能認定書（３年間有効）が交付

第 1 回目黒シティラン
健康マラソン大会

11月27日㈰
9時30分スタート

目黒区総合庁舎
集合

・都心の幹線道路を思う存分走れるオシャレで贅沢
なコース

・初心者でも楽しめる 10 ｋｍ！



number169  2016 | SHII-NO-KI 

13

公益社団法人 目黒法人会イベント情報
（どなたでも参加できます。お待ちしております。）

公益社団法人 目黒法人会では、各種セミナー・講演会・説明会を開催致しております。  毎週水曜日は「研修の日」とし、下記以外に
も随時開催しておりますので、公益社団法人 目黒法人会事務局（TEL：３７１２−９５８８）までお問合せください。
最新のイベント情報は、当会のホームページ（http://www.tohoren.or.jp/meguro/）をご覧ください。

目黒区内中学生の作品    　　 税金は　未来を育む　道しるべ 　　

行     事 日      時 会       場 内  　    容

 人  事  労  務
相  談  室

( 誰でも参加自由）

相談予約は
法人会事務局へ

 (TEL 3712-9588）
法人会館

もしくは申込会社

人事労務の諸問題を事業経営のなかでいかに解決す
るか等相談コーナー
・人事・労務・賃金全般・社会・労働保険全般（厚
生年金、健康保険、労働保険など）・経営・金融な
ど相談全般

インターネット
セミナー

ご不明の場合は
法人会事務局へ

 (TEL 3712-9588）

ご使用の
パソコンから

　アクセス下さい

・目黒法人会のホームページから無料でセミナー
がご覧いただけます (http//www.tohoren.or.jp/
meguro/）

・会員以外の方もセミナーが無料で受講できます

新設法人説明会
( 誰でも参加自由）

   8月23日㈫13時30分

目黒税務署
新設法人対象（会員不問）税知識、会社設立に伴う
税務手続きを親切に解説します
（ホームページの新設法人企業経営者の皆様に）を
ご覧下さい

10月13日㈭13時30分
12月  9日㈮13時30分

　2月21日㈫13時30分

決算法人説明会
( 誰でも参加自由）

　8月18日㈭14時

目黒税務署
決算期を迎える法人対象 ( 会員不問）
主に決算・申告の実務、法人税、消費税、印紙税、
源泉所得税等を解説します。

　9月13日㈫14時
10月17日㈪14時
11月24日㈭14時
12月  6日㈫14時

中小企業の経営承継を
円滑に進めるために
（誰でも参加自由）

7月13日㈬14時～ 目黒法人会館
２階会議室

・同族内での株式分散
・社外株主の高齢化、相続発生
・自己株式の扱い　　・経営者の引退
・後継者不在、非同族間での承継

経営者セミナー
～本気の経営をめざす

勉強会～（３回シリーズ）
（誰でも参加自由）

第1回5月17日㈫
第2回6月14日㈫
第3回7月14日㈭

16時～18時

目黒法人会館２階会議室
講師：ＧＶＣアセット

  マネジメント株式会社
代表取締役 寺本義雄氏

本気の経営者をめざす勉強会（全３回）
～がんばれ２世、３世、後継経営者～
・10 年後を見据えた科学的経営とは
　～これからの事業環境変化の中の経営者目線を

養うために～
防犯講習会

（第９支部主催）
(誰でも参加自由）

7月19日㈫18時～ ＳＭＢＣ日興証券
自由が丘支店２階会議室

・テーマ：身近な防犯について
・講　師：坂本　守男　氏
碑文谷警察生活安全課課長代理

第 53 回目黒区商工まつり
経済講演会

7月22日㈮18時～
(誰でも参加自由）

目黒区区民センター
大ホール

・テーマ：日本経済の行方
・講　師：伊藤 元重 氏
　　　　 （学習院大学 国際社会学部 教授）

第 53 回目黒区民まつり
（租税教室）

（税金クイズ等）
（誰でも参加自由）

7月23日㈯～24日㈰
10時～17時

目黒区民センター
（目黒区目黒 2-4-36）

税を身近なものに感じてもらう機会を提供するとと
もに、税の大切さ、お金の大切さを理解すること
で、納税意識の高揚を図る目的で、税金クイズ、
１億円レプリカ重さ体験コーナー、e-TaxPR コー
ナー等の実施

法人の資金繰改革
売上を変えずに会社
にお金を残す方法
( 誰でも参加自由）

7月28日㈭14時～ 目黒法人会館
２階会議室

・28 年版　助成金・補助金の傾向と対策
・会社にお金を残すための金融機関対策と資金繰り

改善法
・最新の法改正と会社を護るための労務管理

第 51 回中目黒阿波踊り
（目黒法人会連として参加）

８月６日㈯
18時30分より演技開始

(誰でも参加自由）
中目黒駅周辺

（目黒銀座商店街他）
・踊り手、楽器演奏へのご参加または運営等のお手

伝いの方を募っています
・阿波踊り参加の方には練習会をお行っています

租税教室
講師・アシスタント

養成研修会
（誰でも参加自由）

8月19日㈮

目黒法人会館
２階会議室
３階会議室

・租税教育の意義・目的について
・租税教室の進め方
・ＤＶＤ研修（実際の租税教室プレゼン時間配分、

講師・アシスタントテクニック）
・講師・アシスタント養成のための実技体験及び参

加者互師指導等

9月15日㈭
10月21日㈮
11月15日㈫
12月9日㈮
1月20日㈮

平成 28 年度目黒区
中小企業経営
実践セミナー

経理実務のための
「３級簿記講座」

15 回シリーズ
（誰でも参加自由）

9月7日㈬　  9日㈮
14日㈬　16日㈮
21日㈬　23日㈮
28日㈬　30日㈮ 中小企業

センター 5 階会議室
( 目黒区民センター内 )

区内商工業者に対し、経営とくに経理実務に関する
有益な知識・情報を提供し、もって経営改善に資す
ることを目的とする。
（日商簿記検定３級程度の内容）
講　師：税理士　西ゆかり 氏
参加費：7,000 円（テキスト代含む）

10月5日㈬　  7日㈮
12日㈬　14日㈮
19日㈬　21日㈮

26日㈬
いずれも
18時30分～20時30分
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編
集
後
記

　
梅
雨
の
候　
編
集
会
議
を
重
ね
て
「
夏
号
」
を
皆
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

初
め
て
の
編
集
長
で
委
員
の
忌
憚
な
き
意
見
を
拝
聴
し
て
立
派
な
今
号
を
見
て
万
感
の
思

い
で
す
。
お
忙
し
い
中
、
委
員
の
皆
様
本
当
に
ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
須
賀　
信
之

私
は
葬
儀
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
53

年
に
な
り
ま
す
。

昔
の
葬
儀
・
告
別
式
は
自
宅
で
執

り
行
わ
れ
、
会
葬
者
は
通
夜
よ
り
告

別
式
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ご
家

族
の
思
い
は
故
人
様
を
手
厚
く
来
世

に
見
送
る
た
め
に
、
ご
遺
族
は
親
戚
、

友
人
、
会
社
関
係
者
等
を
お
呼
び
し

て
、
１
０
０
～
３
０
０
名
と
参
列
者

の
多
い
葬
儀
で
し
た
。

最
近
は
家
族
葬
と
い
う
方
式
の
親

し
い
方
だ
け
を
お
呼
び
し
、
少
人
数

で
ゆ
っ
く
り
お
別
れ
が
で
き
る
葬
儀

が
多
く
な
り
ま
し
た
。

家
族
葬
の
パ
タ
ー
ン
は
、
①
３
～

10
名
く
ら
い
の
火
葬
（
直
葬
）
の
み

の
パ
タ
ー
ン
、
②
10
～
30
名
の
ご
遺

族
、
御
親
戚
で
執
り
行
う
パ
タ
ー
ン
、

③
30
～
１
０
０
名
の
ご
遺
族
、
御
親

戚
、
ご
友
人
を
お
呼
び
す
る
パ
タ
ー

ン
、
④
告
別
式
（
１
日
葬
）
の
み
の

４
パ
タ
ー
ン
と
な
り
ま
す
。

家
族
葬
の
場
合
、
ご
友
人
等
の
方

は
葬
儀
が
終
わ
っ
た
後
に
訃
報
を
知

ら
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
後
に
自
宅
宛

て
線
香
を
上
げ
に
来
ら
れ
る
こ
と
が

多
く
、
そ
の
都
度
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
そ
の
対
応
に
３
年
く
ら
い

か
か
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
パ

タ
ー
ン
③
で
執
り
行
え
ば
49
日
の
法

要
で
終
了
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
薦

め
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
ま
り
皆
様
に
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
を
お
知
ら
せ
致
し
ま
す
。

　

茂
木　

秀
雄

切り取って、決算シールとしてお貼りください。

公益社団法人
目黒法人会会員

公益社団法人
目黒法人会会員

ご
葬
儀
の
変
化
と

最
新
事
情

目黒区内中学生の作品    　　 納税で　築いていこう　明るい未来 　　

上記についてのお問合せ・申し込みは公益社団法人目黒法人会事務局へ
Tel3712-9588　Fax3712-8829　E-mail:mg_info@tohoren.or.jp

お知らせ

「目黒地域福祉のつどい」バザー出品物ご寄付のお願い
　「目黒地域福祉のつどい」では、区民の皆様が地域福祉に関心を持っていただくため、ボラン
ティアグループ・障害者施設・団体・企業等が協働し、模擬店や自主作品の展示販売・舞台披露・
模擬店・バザー・体験コーナー等のイベントが中目黒ＧＴプラザに於いて開催されます。目黒法人
会は女性部会が中心でバザーに参加し、売り上げの一部は目黒区社会福祉協議会に寄附されます。
日　　時：平成 28 年 10 月 22 日㈯　午前 10 時 30 分から午後 3 時頃まで
場　　所：中目黒 GT　目黒区上目黒２－１－３
募集物品：お中元・お歳暮・引出物等にいただいたもの・ステイショナリー・石鹸・シャンプー等。
　　　　　食器・衣服等は未使用のものまたは新品同様で清潔なもの。
回収方法：ご都合の良いときに、目黒法人会館までお持ちください。
　　　　　（目黒区中町２－ 43 － 17　東京都水道局目黒営業所隣り）
募集期限：平成 28 年 10 月 3 日㈪

第 51 回「中目黒阿波踊り」目黒法人会参加者募集 及び 練習案内
練習：7 月 20 日㈬　25 日㈪　 27 日㈬

午後 6 時～ 8 時 目黒信用金庫本店４階集会室
本番に向けて阿波踊りの練習を上記のように開催いたします。
参加ご希望の方は練習会場にお越しください。

本番：平成 28 年８月６日㈯　午後６時 30 分より演技開始
東急東横線中目黒駅・目黒銀座商店街周辺

※本番当日は目黒銀座通り小幡歯科前に目黒法人会特別見学席を
　設けておりますので、気軽にお立ち寄りください。
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